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水道道路沿道における都営住宅の併用店舗を活用した賑わい醸成及び 

エリア価値の向上に資するスペース整備事業に関する仕様書 

 

 

１ 事業の目的 

「水道道路沿道エリアまちづくりビジョン」（令和６年３月）では、水道道路沿道を「ま

ちの骨格」とし、エリアの魅力を高める機能等の導入を通じた拠点の育成を目指している

ところ、経年により遊休となっている都営住宅１階の併用店舗の空き区画を整備して活

用することで、地域コミュニティの形成、水道道路沿道のにぎわいの醸成及びエリア価値

の向上に資することを目的とする。 

 

２ 転貸借物件（以下「本物件」という。）の概要 

⑴ 所 在及び面積    ①渋谷区幡ヶ谷二丁目 51番１号 101号室 14.79㎡ 

②渋谷区幡ヶ谷二丁目 51番１号 106号室 14.79㎡ 

③渋谷区笹塚二丁目 42番 15号 110号室 16.43㎡ 

⑵ 用     途    ５⑸イに規定する禁止用途を除き、提案による。 

⑶ 賃   貸  借   建物賃貸借契約に基づき、東京都が区へ賃貸する。 

 

３ 事業者選定及び区画の割当て 

事業者選定は、公募型プロポーザル方式により行い、得点上位の三者を優先交渉事業者

として選定する。選定した三者へ割り当てる区画は、各者の希望する区画を考慮し、プロ

ポーザル方式による採点の得点が高い者から順に区が決定する。 

 

４ 企画提案の基本的な考え方 

⑴ 水道道路沿道エリアまちづくりビジョンに定めるまちの将来像である「ほどよい都

市型生活を徒歩圏内で享受できるまち」の実現に資するものであること。 

⑵ 誰もが気軽に利用できること。又は、活用の様子を常に水道道路から見ることができ

ること。 

⑶ 都営住宅居住者及び周辺住民の生活環境を害しないよう、騒音、振動、臭気及び稼働

時間等に配慮すること。 

 

５ 転貸借に関する条件 

⑴ 本物件の契約形態 

借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 40 条における一時使用のための建物賃貸借

契約を前提とする建物転貸借契約 

⑵ 転貸借の期間 

転貸借の期間は、建物転貸借契約書に記載する転貸借の開始の日から令和９年３月

31 日までとする。なお、この期間には、事業開始に伴う準備に要する期間及び退去に
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伴う原状回復に要する期間を含む。 

事業継続を希望する場合は、建物転貸借契約を年度ごとに契約するものとし、一者に

よる事業継続は転貸借の期間の開始日から３か年目の年度末を上限とする。ただし、建

物を公用又は公共の用に供するために必要が生じたときは、契約期限によらず契約を

解除する。 

⑶ 賃料 

ア 賃料は、上記２⑴①の区画は月額 47,040円（予定額）、②の区画は月額 47,040円

（予定額）、③の区画は月額 50,340 円（予定額）とし、1 か月に満たない賃料は、1

か月を 30日として日割り計算した額とする。 

イ 賃料は、区が発行する納入通知書により、転貸借契約期間内の賃料を一括して、区

が定める納入期限までに支払うものとする。なお、賃料は、建物転貸借契約締結日以

降に発生するものとする。 

⑷ 経費の負担 

ア 追加で機器を設置にするに当たり要する経費のほか、光熱水費（電気料金、ガス料

金及び水道料金）、通信費、衛生管理費、修繕費、ごみ処理費など、事業運営に係る

一切の経費は、事業者の負担とする。 

イ 事業者は、転貸借契約の契約期間中、自己の費用負担で区画に係る借家人賠償責任

補償付き火災保険に加入するものとし、その保険証券の写しを転貸借の開始の日ま

でに甲に提出しなければならない。 

⑸ 本物件に関する禁止事項 

ア 事業者は、本物件を企画提案書に記載の用途以外の用途に使用することはできな

い。 

イ 前号にかかわらず、事業者は、本物件を消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）別

表第１⑵項ニ、⑸項イ若しくは⑹項イ⑴から⑶まで若しくはロに掲げる防火対象物

又は同表⑹項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限

る。）として使用することはできない。 

ウ 事業者は、本物件における権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、再転貸し、質入

れ若しくは担保に供し、又は名義貸し等をすることはできない。 

エ 事業者は、本物件の形状を改変することはできない。 

⑹ 建物転貸借契約書（案） 

 別紙のとおり 

 

６ 運営に関する条件 

⑴ 営業時間及び営業期間 

ア 営業時間は、最大で午前９時から午後９時までとする。ただし、都区と協議の上、

周辺居住者等への説明を行い、了承を得た場合はこの限りではない。 

イ 営業時間を変更する場合は、事前に区の承認を受けること。 

ウ 区が営業時間の延長や通常の営業日以外に営業を依頼した場合は、区との協議に
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応じること。 

エ 開業準備期間を除き、休業状態が１か月以上継続しないようにすること。 

オ 準備期間及び年末年始等の休業期間を除き、原則週３日以上の稼働日数を確保す

ること。 

⑵ 事業報告について 

事業者は、転貸借契約期間終了後、２週間以内に事業報告書を作成し、区に提出する

こと。また、その他、事業継続を希望する場合や区が必要とした場合において、実績報

告及び経営状況に関する収支の報告書等を求められた場合は、その求めに応じること。

なお、クレーム対応については、その都度区まで報告すること。 

⑶ 事業者による工事について 

ア 消防法（昭和 23年法律第 186号）、食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）等の関

係法令を遵守し、工事着手前に都区及び諸官庁へ事前相談を行ない、適切な時期に申

請を行うこと。関係法令上必要となる諸官庁への申請・届出等については、全て事業

者の責任において行うこと。 

⑷ 廃棄物等の処理について 

事業において発生する廃棄物等は、事業者の責任と費用負担で処理すること。 

⑸ 本物件の管理 

ア 事業者は、善良な管理者の注意をもって本物件を使用すること。 

イ 事業者は、本物件及び近隣の良好な環境の維持に努めること。 

ウ 事業者は、本物件内における衛生管理に十分留意し、常に清潔に保つこと。 

エ 本物件の敷地内において、張り紙、看板等の表示又は掲出に当たっては、都区及び

建物管理者と協議すること。 

オ 本物件敷地内における通勤用車両の駐車・駐輪は禁止する。 

 

７ 事業の中止 

事業者が次に掲げる事項に反していると区が判断した場合、区は催告なしで事業者へ

事業の中止を求めることができ、また、事業者は、要求があった後速やかに事業を中止す

るものとする。この場合において、事業者に損害又は損失が生じても、区は、その賠償又

は補償の責めを負わない。 

⑴ 事業者が建物転貸借契約書に記載の禁止事項に違反している場合又は義務を履行し 

ない場合。 

⑵ 事業者が参加資格の詐称その他不正な手段により応募、契約している場合。 

 ⑶ 事業者が本仕様書に定める禁止事項に違反している場合。 

 ⑷ 事業者が第三者に対し著しい損害を与えた場合。 

 ⑸ 事業者が提案内容から著しく逸脱した事業を実施している場合。 

 

８ 法令等の遵守 

本物件の使用に当たっては、関係法令等並びに本仕様書及び建物転貸借契約書を遵守



（案） 

4 

 

するものとする。 

 

９ 協議事項 

本仕様書の各条項に関し疑義があるときその他本物件の使用について疑義が生じたと

きは、区と事業者とで協議することとする。 

 

 

問合せ先 

渋谷区 まちづくり推進部まちづくり課 （担当）真柴、山本 

所在地：〒150-8010 渋谷区宇田川町１番１号 

電 話：03-3463-2947 ＦＡＸ：03-5458-4918 

e-mai: sec-machi1suishin@shibuya.tokyo 

  

mailto:sec-machi1suishin@shibuya.tokyo
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■案内図 
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■配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考見取図（区画により形状・配置等に若干の差異があります） 

 

 

幡ヶ谷二丁目 52 番 1 号 

笹塚二丁目 42 番 15 号 

約 6.0m 

約 2.5m 

蛇口・流し台 

洋式トイレ 

エアコン 

ブレーカー

（最大 30A） 

コンセント（２口） 

幡ヶ谷二丁目 52 番 1 号 

笹塚二丁目 42 番 15 号 


